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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事

業 

該当なし 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

（１）公共交通機関の利便性等の現状と必要性 

本市の中心市街地は、阪急伊丹駅と JR 伊丹駅を中心として半径 500m圏（徒歩圏）

内に納まる区域となっているため、旧計画及び本計画ともに、歩行者空間の高質化を進

めているところである。 

一方で、本市は、JR 及び阪急電鉄がそれぞれ南北に平行して走っているため、鉄道利

用が困難な地域も多く、そのため、市営バス及び阪急バスが、中心市街地内の阪急伊丹

駅及び JR 伊丹駅を交通拠点として、市内の鉄道利用困難地域を補完している状況であ

る。また、本市中心市街地は、平坦な地形であり、今後、中心市街地地区において自転

車による移動の利便性向上を図ることで、公共交通との組み合わせにより、街なかや市

内での移動がより便利になり、商店街での買い物客の増加や観光客の回遊性の向上など、

中心市街地の活性化に寄与することが期待できる。 

以上を踏まえ、本計画では、中心市街地内と中心市街地外との自転車利用を含めた交

通による連携を強化し、中心市街地外の人たちを中心市街地内へと取り込む事業が、中

心市街地活性化のために有効であると考える。 

 

（２）フォローアップの考え方 

基本計画に位置づけた事業について、毎年度末に進捗状況を調査し、進捗状況が芳し

くない場合には、庁内プロジェクトチームで協議を行い、事業促進のための措置を講じ

る予定である。 
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（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 
及び実施時期 

実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援 
措置の内容及び

実施時期 

その他
の事項 

【事業名】 
レンタサイクル
事業 

民 間 事
業者 

中心市街地の回遊性を高め
るために、自転車による買い物
やまちなか散策を行う移動手
段として活用することで、市外
から訪れる交流人口の増加に
繋げまちの賑わいを創出する。 
これは、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

  

【内容】 
来街者に利便性
の高い交通手段
として自転車の
貸し出し活用 

 

【実施時期】 
平成 28年度～ 
 
【事業名】 
伊丹市バス特別
乗車証交付事業 

伊丹市 満 70 歳以上の高齢者の方
や身体障害者手帳（１級から４
級）を所持している方等に対
し、市バスの無料乗車証を交付
する。これは回遊性を高め、交
流人口の増加につながる、中心
市街地の活性化に必要な事業
である。 

  

【内容】 
高齢者等への無
料乗車証交付 

 

【実施時期】 
昭和 46年度～ 
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